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＼Point／

介護現場を支える職員に対する利用者や家族等からの暴言や不当な要求などのカ
スタマーハラスメントは、職員の心身に影響を及ぼすのみならず、利用者へのサー
ビス提供にも支障を来すことになりかねません。

県では、カスタマーハラスメントの防止の啓発やカスタマーハラスメントから職
員を守る対策といった取り組みを進めることで、離職防止や介護サービスの質の確
保を図っていくため、カスタマーハラスメントの防止に対する各種の取り組みを実
施しているところです。

以下のページで県等のカスタマーハラスメントの防止に対する取り組みについて
説明します。

① ハラスメント対策強化に向けた「労働施策総合推進法」等の改正について

② 利用者や家族等に対する啓発について

③ 事故等防止対策強化研修会(カスタマーハラスメント等への対策を学ぶ)について

④ 福祉・介護職員悩みごと相談窓口について

県等のカスタマーハラスメントの防止に対する取り組みについて
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＼Point／

令和8年10月1日からカ
スタマーハラスメント
や、求職者等に対する
セクシュアルハラスメ
ントを防止するために、
雇用管理上必要な措置
を講じることが事業主
の義務となります！

ハラスメント対策強化に向けた「労働施策総合推進法」等の改正について
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＼Point／

県では、カスタマーハ
ラスメントの防止につ
いて、利用者や家族等
に対する啓発用のリー
フレットを作成しまし
た。リーフレットの裏
面に事業所名・施設名
などをシールやゴム印
などを使用して記載の
上、ご活用ください。
なお、リーフレットは、
県高齢福祉課のホーム
ページに掲載しますが、
ホームページアドレス
などについては、別途
通知します。
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事故等防止対策強化研修会（カスタマーハラスメント等への対策を学ぶ）について
＼Point／

オンデマンドでの本研
修会の受講を希望され
る方は、一般社団法人
岐阜県老人福祉施設協
議会（TEL:058-213-
1950）までお問い合わ
せください。（配信期
間：令和8年2月28日ま
で）
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＼Point／

福祉人材総合支援センターでは、福祉・介護業務に従
事する方々の悩みごとについて、相談を受け付けてい
ます。カスタマーハラスメントのこと、業務内容のこ
と、人間関係のことなどをひとりで抱え込んでいませ
んか？つらい気持ちを打ち明けることで、楽になれる
ことがあります。守秘義務は遵守されますので、安心
してご利用ください。

福祉・介護職員悩みごと相談窓口について

【相談方法】
・お電話でのご相談：058‐273‐2715
・メールでのご相談：support-2715@winc.or.jp
・FAXによるご相談：058‐276‐2571
【受付時間】

9時00分－17時00分（12時－13時及び、土曜日・
日曜日・祝日・年末年始を除く）
【開設場所】
社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会
福祉人材総合支援センター（〒500‐8385 岐阜

市下奈良2‐2‐1 岐阜県福祉・農業会館3F）

mailto:support-2715@winc.or.jp
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終

以上、
カスタマーハラスメントの防止について
の説明となります。

ありがとうございました

カスタマーハラスメントの防止について
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